
近
世
は
も
と
よ
り
中
世
後
期
も
な
お
現
代
に
息
付
い
て
い
る
。
わ

れ
わ
れ
の
生
活
様
式
、
社
会
組
織
、
観
念
形
態
な
ど
広
義
の
文
化
の

体
系
、
中
で
も
そ
の
枢
軸
に
位
置
を
占
め
る
価
値
意
識
は
、
数
百
年

の
歴
史
を
背
負
っ
て
い
る
。
し
か
し
実
在
し
た
古
代
は
既
に
完
全
に

生
命
を
終
え
た
。
遺
構
や
遺
文
と
し
て
存
在
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

歴
史
の
探
究
が
一
般
的
に
そ
う
な
の
だ
が
、
古
代
も
ま
た
常
に
選

び
取
ら
れ
、
手
繰
り
寄
せ
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
か
ら
再
認
識
さ

れ
再
評
価
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
日
本
古
代
史
が
他
の
時
代
と
や
や

異
な
る
の
は
、
そ
こ
に
日
本
民
族
の
本
源
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ

［
平
成
七
年
度
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
］
特
集
・
歴
史
と
表
象

一
実
在
し
た
古
代
と
認
識
さ
れ
た
古
代

『
日
本
書
紀
』
の
国
家
史
の
構
想
Ｉ
一
、
二
の
予
備
的
考
察
Ｉ

ろ
う
。
特
に
、
『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
（
以
下
略
称
す
る
）
が
対
象

と
す
る
前
律
令
国
家
期
は
、
実
在
し
た
諸
関
係
か
ら
切
離
さ
れ
、
時

代
を
超
え
て
想
起
ざ
れ
復
活
す
る
特
殊
な
生
命
力
を
も
っ
て
い
る
。

こ
の
文
で
「
古
代
」
と
い
う
の
は
こ
の
時
代
で
あ
る
。

中
世
に
も
近
世
に
も
近
代
に
も
認
識
さ
れ
た
古
代
は
再
生
し
た
。

多
く
の
場
合
、
民
族
内
部
の
相
剋
、
民
族
の
外
か
ら
の
圧
迫
な
ど
、

体
制
的
秩
序
の
動
揺
と
危
機
の
時
代
に
お
い
て
だ
っ
た
。
そ
れ
は
、

日
本
民
族
の
一
体
性
と
不
変
性
と
の
自
覚
、
日
本
民
族
に
独
自
の
価

値
体
系
の
探
究
と
い
っ
た
、
反
省
的
思
考
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。
そ

し
て
ほ
と
ん
ど
例
外
な
く
、
そ
の
都
度
天
皇
が
再
発
見
さ
れ
た
の
で

あ
っ
た
。
む
し
ろ
、
天
皇
を
再
評
価
す
る
た
め
に
古
代
を
探
究
し
た

の
で
あ
る
。
そ
う
言
う
方
が
や
や
実
態
に
近
い
。 山

尾
幸
久
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か
か
る
省
察
は
し
ば
し
ば
、
現
実
へ
の
批
判
と
変
革
と
の
意
志
に

支
え
ら
れ
、
批
判
の
根
拠
と
し
て
日
本
お
よ
び
日
本
人
の
本
来
の
在

り
方
を
求
め
る
意
欲
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
一
種
の
尚
古
主
義
で
あ

っ
て
、
古
代
は
理
想
化
さ
れ
、
規
範
と
し
て
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
認
識
さ
れ
た
古
代
と
実
在
し
た
古
代
と
の

間
に
は
著
し
い
懸
隔
が
あ
る
。
日
本
民
族
の
一
体
性
が
超
時
代
的
で

あ
り
、
日
本
民
族
の
価
値
体
系
が
歴
史
貫
通
的
で
あ
る
こ
と
が
な
に

ゆ
え
に
保
証
さ
れ
る
の
か
。
そ
れ
が
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
特
定

の
時
代
的
被
制
約
性
、
特
定
の
社
会
的
政
治
的
立
場
性
を
も
つ
人
間

の
意
志
や
意
欲
、
エ
ー
ト
ス
や
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
を
悠
久
の
太
古
に
投

影
す
る
こ
と
で
、
そ
の
立
場
が
本
源
か
ら
不
変
の
絶
対
に
連
接
す
る

と
い
う
、
正
当
性
の
歴
史
的
根
拠
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

ブ
（
》
○

こ
の
文
の
企
図
は
、
実
在
し
た
古
代
に
も
こ
の
よ
う
な
求
め
ら
れ

た
「
古
代
」
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
『
記
』
『
紀
』

が
編
修
さ
れ
た
七
、
八
世
紀
の
交
、
律
令
国
家
体
制
創
出
期
の
歴
史

像
を
、
そ
の
当
時
現
在
の
特
定
の
政
治
的
立
場
の
思
想
の
表
象
と
し

て
、
素
描
し
よ
う
す
る
。

『
紀
』
は
国
家
の
事
業
と
し
て
行
わ
れ
た
過
去
の
総
括
で
あ
る
。

も
と
よ
り
編
修
の
目
的
と
意
図
が
先
行
し
、
過
去
に
対
す
る
評
価
の

規
準
が
確
立
し
て
い
る
。
史
料
が
あ
れ
ば
書
く
が
無
け
れ
ば
書
か
な

い
と
い
っ
た
、
市
町
村
史
並
み
の
無
思
想
無
性
格
な
書
冊
で
は
な
い
。

「
歴
史
は
書
き
替
え
ら
れ
る
」
と
か
「
総
て
の
歴
史
叙
述
は
現
代
の

歴
史
叙
述
で
あ
る
」
と
い
っ
た
名
言
が
妥
当
す
る
。
政
治
的
・
権
力

的
な
立
場
性
・
思
想
性
が
貫
徹
し
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
接
近
し
て

み
た
い
の
で
あ
る
。

『
孝
徳
紀
』
の
詔
の
逐
一
の
点
検
が
目
下
の
課
題
で
、
今
は
改
新

詔
を
検
討
し
て
い
る
。
こ
の
文
は
考
察
を
終
え
た
後
に
書
く
べ
き
内

容
ゆ
え
「
予
備
的
考
察
」
と
し
た
の
だ
が
、
ほ
ぼ
大
化
改
新
虚
構
論

の
妥
当
性
を
認
め
う
る
と
こ
ろ
ま
で
に
は
到
っ
た
と
思
う
。
『
孝
徳

紀
』
の
詔
は
、
六
四
五
年
か
ら
六
四
七
年
に
か
け
て
孝
徳
が
宣
布
し

た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
改
新
詔
は

未
だ
途
上
な
の
で
保
留
す
る
。
目
下
の
私
見
の
要
点
は
、
大
化
元
年

の
東
国
国
司
詔
Ｉ
詔
や
全
人
民
登
録
の
詔
を
六
七
○
年
の
天
智
天
皇

の
詔
、
大
化
二
年
の
品
部
廃
止
詔
Ｉ
詔
や
国
司
派
遣
詔
を
六
七
五
年

の
天
武
天
皇
の
詔
と
考
定
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
六
四
五
年
の
蘇
我

氏
本
宗
詠
滅
に
よ
る
律
令
国
家
体
制
へ
の
根
本
的
転
換
と
い
う
史
料

的
事
実
を
、
六
七
○
年
の
対
外
的
危
局
の
下
で
断
行
さ
れ
た
政
策
に

よ
る
令
前
的
官
僚
制
・
公
民
制
の
出
現
と
い
う
歴
史
的
事
実
の
、
八

世
紀
初
め
に
お
け
る
意
図
的
改
霞
と
見
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

六
四
五
年
乙
巳
に
飛
鳥
で
流
血
の
ク
ー
デ
タ
ー
が
起
き
た
。
二
年

二
乙
巳
の
変
と
大
化
改
新
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前
に
蘇
我
氏
本
宗
が
、
新
し
い
蘇
我
系
の
王
子
古
人
を
大
王
に
す
べ

く
、
古
い
蘇
我
系
で
あ
る
聖
徳
太
子
の
子
供
を
殺
し
た
。
そ
れ
に
対

す
る
孝
徳
ら
非
蘇
我
系
の
反
撃
だ
っ
た
。
二
度
の
ク
ー
デ
タ
ー
は
、

唐
・
新
羅
と
高
句
麗
・
百
済
と
の
対
立
が
戦
争
へ
と
突
き
進
み
つ
つ

あ
る
状
況
下
で
の
、
対
外
路
線
の
選
択
の
問
題
に
直
接
に
関
わ
っ
て

い
る
（
こ
こ
で
は
立
入
ら
な
い
）
。

乙
巳
の
変
に
よ
っ
て
、
蘇
我
氏
本
宗
と
古
人
王
子
と
は
排
除
さ
れ

た
。
蘇
我
氏
本
宗
は
、
六
世
紀
半
ば
以
来
、
国
家
形
成
を
進
め
て
き

た
勢
力
の
中
核
で
あ
っ
た
。
六
世
紀
末
か
ら
は
国
権
の
枢
軸
を
掌
握

し
て
い
た
。
律
令
国
家
が
改
造
と
再
編
と
の
対
象
と
し
た
歴
史
的
前

提
、
す
な
わ
ち
政
治
的
・
経
済
的
・
文
化
的
集
中
体
制
と
制
度
的
・

恒
常
的
支
配
と
は
（
後
述
）
、
殆
ど
総
て
蘇
我
氏
本
宗
の
庇
護
と
領
導

あ
や
ひ
と

の
下
、
漢
人
ら
新
来
の
知
識
人
の
活
躍
に
よ
り
、
成
立
し
た
も
の
で

あ
る
。
そ
の
蘇
我
氏
本
宗
が
突
如
姿
を
消
し
た
。
五
八
七
年
丁
未
の

役
か
五
三
一
年
辛
亥
の
変
以
来
の
大
事
件
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
、
大

勢
は
、
大
王
を
権
力
核
と
す
る
時
代
へ
と
、
大
き
く
転
換
し
始
め
た

の
で
あ
る
。
こ
の
評
価
を
誤
っ
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。

次
に
古
人
排
除
の
意
味
で
あ
る
。
天
武
天
皇
が
後
年
壬
申
の
乱
に

よ
っ
て
篁
奪
で
き
た
そ
も
そ
も
の
分
岐
点
は
、
こ
の
乙
巳
の
変
に
あ

っ
た
と
見
ら
れ
て
い
た
と
思
う
。
古
人
が
即
位
し
て
お
れ
ば
そ
の
直

系
子
孫
が
皇
位
を
継
承
し
た
で
あ
ろ
う
。
事
実
は
不
可
知
だ
が
、
直

系
の
皇
位
継
承
が
確
立
し
た
八
世
紀
初
め
か
ら
回
顧
し
た
と
き
、
そ

う
見
ら
れ
て
い
た
だ
ろ
う
こ
と
は
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
（
後
述
）
。

い
た

古
人
排
除
は
、
同
じ
非
蘇
我
系
で
「
未
だ
成
人
に
及
ら
」
（
『
斉
明
紀
』

四
年
十
一
月
条
所
引
「
或
本
」
）
ざ
る
有
問
の
排
除
と
は
、
後
世
の
史
的

意
義
の
評
価
が
ま
る
で
違
う
と
思
う
。

こ
の
乙
巳
の
変
後
に
即
位
し
た
孝
徳
天
皇
が
、
大
化
改
新
を
断
行

し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
『
孝
徳
紀
』
の
詔
に
よ
れ
ば
、
国
家
の
組
織

原
則
と
人
民
の
支
配
形
態
と
の
抜
本
的
改
造
で
あ
る
。
八
世
紀
初
め

に
体
制
的
確
立
を
見
た
律
令
国
家
へ
の
第
一
段
階
で
あ
る
。
『
紀
』

の
記
載
を
あ
る
が
ま
ま
に
認
識
す
れ
ば
、
第
二
の
階
梯
は
天
武
の
治

世
の
後
半
と
み
る
他
は
な
い
。
天
武
は
、
大
化
改
新
の
成
果
を
継
承

し
、
完
成
に
近
付
け
た
。
そ
の
間
に
天
智
の
執
政
時
代
十
三
年
間
が

あ
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
時
代
は
、
実
に
後
退
と
失
政
の
連
続
で
あ
っ

た
。
『
紀
』
で
は
そ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

『
孝
徳
紀
』
自
体
が
乙
巳
の
変
と
大
化
改
新
と
を
因
果
関
係
で
描

い
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
と
『
記
』
『
紀
』
の
「
古
代
」
と
を
組
み

合
わ
せ
た
評
価
、
す
な
わ
ち
蘇
我
氏
の
誹
滅
に
よ
る
王
政
の
復
古
と

か
、
中
国
の
制
度
を
採
用
し
て
の
王
土
王
民
体
制
の
回
復
と
い
う
意

味
付
け
は
、
十
九
世
紀
前
半
以
来
見
ら
れ
る
（
会
沢
正
志
斎
『
新
論
』
、

頼
山
陽
『
日
本
政
記
』
な
ど
）
。
十
九
世
紀
末
以
後
の
近
代
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
の
台
頭
期
、
国
家
主
義
思
想
の
昂
揚
期
に
は
、
明
治
維
新
と
癒（１）

着
し
て
、
日
本
に
お
け
る
統
一
国
家
の
出
発
点
と
意
味
付
け
ら
れ
た
。

こ
れ
ら
も
、
現
実
批
判
の
根
拠
と
し
て
求
め
ら
れ
た
古
代
で
あ
り
、
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大
化
改
新
肯
定
論
は
『
紀
』
の
信
用
度
を
極
め
て
高
く
評
価
す
る
。

思
想
に
よ
る
過
去
の
構
想
と
述
作
な
ど
と
い
う
見
方
は
採
ら
な
い
・

四
世
紀
の
歴
史
像
や
聖
徳
太
子
像
を
思
想
的
所
産
と
す
る
説
も
含
ま

れ
て
い
る
が
、
大
化
改
新
に
ま
で
そ
れ
が
及
ぶ
な
ど
と
は
全
く
考
え

な
い
。
従
っ
て
、
特
徴
の
第
一
は
、
古
代
国
家
史
の
基
本
的
モ
ー
メ

ン
ト
と
し
て
、
大
王
ま
た
は
天
皇
と
中
央
豪
族
ま
た
は
貴
族
集
団
と

の
、
権
力
的
対
抗
関
係
を
措
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
中
央
豪
族
の
代

表
格
で
あ
る
蘇
我
氏
本
宗
の
滅
亡
と
中
央
集
権
的
天
皇
制
国
家
へ
の

転
換
と
を
因
果
関
係
で
描
く
『
紀
』
の
歴
史
像
を
認
め
る
の
だ
か
ら
、

こ
れ
は
当
然
で
あ
る
。
律
令
国
家
の
出
現
が
そ
う
で
あ
る
ば
か
り
で

は
な
い
。
九
世
紀
ま
で
の
政
治
過
程
や
権
力
装
置
の
運
用
は
、
一
貫

し
て
、
天
皇
と
貴
族
と
の
緊
張
と
対
抗
と
を
基
調
と
し
て
捉
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

特
徴
の
第
二
は
、
四
、
五
世
紀
に
王
権
と
国
家
と
の
ひ
と
た
び
の

確
立
を
措
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
『
記
』
『
紀
』
に
共
通
す
る
四
世
紀

代
の
根
本
的
叙
述
は
（
後
述
）
、
歴
史
的
事
実
が
伝
承
化
し
た
も
の
で
、

五
世
紀
代
に
関
東
地
方
以
西
を
領
域
と
す
る
国
家
の
制
度
的
支
配
が

規
範
と
し
て
の
古
代
の
復
活
の
例
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
、
今

日
の
通
説
の
源
流
な
の
で
あ
る
。
し
か
と
銘
じ
て
お
き
た
い
。

三
大
化
改
新
観
の
思
想

実
在
し
た
こ
と
は
疑
い
な
い
と
い
う
。
朝
鮮
半
島
南
部
の
直
轄
地
が

失
わ
れ
て
王
権
が
衰
微
し
、
六
世
紀
に
は
中
央
豪
族
に
よ
る
王
土
王

、

民
の
分
割
支
配
が
進
行
す
る
。
七
世
紀
は
王
権
の
再
強
化
、
王
土
王

、

民
の
再
実
現
の
時
代
と
な
る
の
で
あ
る
。

大
化
改
新
が
二
、
三
十
年
早
く
て
も
遅
く
て
も
五
十
歩
百
歩
だ
と

見
ら
れ
が
ち
だ
が
、
全
く
違
う
。
日
本
史
上
へ
の
天
皇
の
出
現
の
捉

え
方
の
違
い
を
基
点
に
し
て
、
四
～
九
世
紀
の
歴
史
像
の
全
体
、
そ

の
説
明
体
系
が
変
わ
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
目
下
筆
者
が
抱
懐
し
つ
つ
あ
る
大
化
改
新
虚
構
論

の
要
点
は
、
第
一
に
、
『
紀
』
の
大
化
改
新
像
を
、
八
世
紀
初
め
の

思
想
に
よ
る
構
想
と
見
る
。
大
宝
律
令
体
制
と
い
う
「
現
体
制
」
の

必
然
性
・
正
当
性
を
示
す
国
家
公
認
の
「
近
代
史
」
評
価
の
決
定
版

を
作
成
す
る
上
で
、
壬
申
の
乱
の
評
価
と
一
対
の
関
係
に
お
い
て
、

構
想
さ
れ
た
も
の
と
見
る
の
で
あ
る
。
『
紀
』
の
大
化
改
新
像
の
よ

う
な
、
律
令
国
家
へ
の
転
機
と
な
っ
た
孝
徳
朝
の
大
改
革
は
、
八
、

九
世
紀
の
他
の
テ
キ
ス
ト
に
は
全
く
一
つ
も
裏
付
け
が
取
れ
な
い
。

『
紀
』
で
は
記
事
は
蓼
々
た
る
も
の
で
あ
る
天
智
天
皇
の
近
江
宮
時

代
を
、
律
令
国
家
の
第
一
段
階
と
す
る
八
、
九
世
紀
の
認
識
は
多
い
。

だ
か
ら
、
こ
の
懐
疑
に
は
、
合
理
的
根
拠
が
あ
る
筈
で
あ
る
。

第
二
は
『
記
』
『
紀
』
に
共
通
す
る
崇
神
・
応
神
間
の
体
系
的
な

国
家
形
成
過
程
を
、
天
武
朝
の
統
治
の
規
模
・
構
造
・
理
念
は
か
つ

て
「
聖
帝
」
仁
徳
の
時
代
に
ひ
と
た
び
実
現
し
て
い
た
も
の
の
回
復
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だ
と
す
る
思
想
に
よ
っ
て
、
構
想
さ
れ
た
歴
史
だ
と
見
る
の
で
あ
る
。

東
ア
ジ
ア
史
上
未
曾
有
の
激
動
の
中
で
国
家
存
亡
の
危
機
に
見
舞
わ

れ
、
中
央
諸
豪
族
は
伝
統
的
な
個
別
権
力
基
盤
を
天
皇
に
一
元
化
し

て
こ
れ
に
備
え
た
。
こ
の
、
初
め
て
の
実
現
を
、
そ
れ
は
も
と
も
と

天
皇
の
も
の
だ
っ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
律
令
国
家
が
改
造
と
再
編

の
対
象
と
し
た
第
一
次
的
国
家
の
形
成
は
、
改
新
肯
定
論
が
い
う
豪

族
専
権
・
王
権
衰
微
の
時
代
、
五
世
紀
後
半
（
雄
略
朝
）
に
胎
動
し

六
世
紀
半
ば
（
欽
明
朝
）
か
ら
本
格
化
す
る
。
主
題
か
ら
外
れ
る
の

で
項
目
を
列
挙
す
る
に
止
め
る
。

①
自
律
的
諸
社
会
、
特
に
五
世
紀
前
半
に
最
盛
期
を
迎
え
た
列
島

内
有
力
地
域
政
権
を
、
直
接
支
配
下
に
一
括
し
て
の
「
中
央
ｌ
地
方

関
係
」
の
樹
立
。
倭
人
種
族
内
に
お
け
る
最
高
権
力
の
地
位
確
立
。

②
大
王
位
の
血
統
世
襲
制
と
王
族
集
団
の
成
立
。
そ
れ
に
よ
る
地
方

群
小
首
長
居
の
組
織
化
。
③
中
央
支
配
集
団
の
結
集
組
織
の
成
立
。

そ
の
下
で
の
中
央
権
力
の
職
務
分
掌
の
シ
ス
テ
ム
化
。
④
大
王
直
属

の
国
家
施
設
を
核
と
す
る
労
働
力
徴
発
と
必
要
現
物
調
達
と
の
シ
ス

テ
ム
化
。
⑤
大
王
を
根
拠
と
す
る
一
元
的
支
配
秩
序
の
持
続
。
政
治

的
・
経
済
的
集
中
と
制
度
的
支
配
に
対
応
す
る
文
字
言
語
の
創
造
。

大
化
改
新
を
虚
構
と
す
る
以
上
、
律
令
国
家
の
形
成
に
つ
い
て
私

四
七
世
紀
後
半
の
政
治
改
革

見
を
述
べ
る
の
は
不
可
欠
だ
が
、
主
題
は
そ
こ
に
は
な
い
の
で
簡
単

に
し
て
お
き
た
い
・

律
令
国
家
は
、
所
与
の
歴
史
的
前
提
を
、
新
し
い
原
則
に
よ
っ
て

再
編
成
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
単
純
明
快
な
事
実
が
、
実
は
、
問
題

の
焦
点
な
の
だ
。
律
令
国
家
は
、
根
幹
の
領
域
に
お
い
て
、
直
接
に

孝
徳
朝
や
推
古
朝
、
間
接
的
に
は
欽
明
朝
や
雄
略
朝
以
来
の
歴
史
を

継
承
し
て
い
る
。
そ
れ
は
当
り
前
で
あ
る
。
大
化
改
新
に
よ
っ
て
前

代
が
全
面
的
に
否
定
さ
れ
た
と
か
、
律
令
体
制
は
大
化
改
新
後
の
史

的
形
成
だ
と
か
い
う
論
は
、
歴
史
離
れ
が
過
ぎ
る
で
あ
ろ
う
。
「
新

し
い
原
則
」
と
は
、
唐
の
法
制
を
受
容
し
て
構
築
さ
れ
た
天
皇
の
支

配
で
あ
る
。
天
皇
の
歴
史
的
性
質
を
い
か
に
把
握
す
る
か
。
そ
れ
こ

そ
が
、
ど
の
時
期
か
ら
律
令
国
家
の
形
成
へ
と
転
換
し
た
か
を
判
定

す
る
基
準
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

七
○
一
～
七
○
六
年
の
諸
政
策
に
よ
る
最
終
的
整
備
を
経
て
出
現

し
た
律
令
国
家
は
、
権
力
装
置
と
し
て
の
官
僚
制
と
権
力
基
盤
と
し

て
の
公
民
制
と
で
特
徴
づ
け
ら
れ
る
天
皇
の
国
家
で
あ
っ
た
。
天
皇

は
唯
一
の
主
権
者
で
あ
る
。
官
僚
は
天
皇
を
根
拠
と
し
て
定
立
さ
れ

た
国
家
意
志
を
法
と
機
構
と
に
よ
っ
て
実
現
す
る
。
天
皇
の
官
人
で

あ
る
。
貴
族
の
場
合
、
政
治
的
支
配
者
・
特
権
享
受
者
と
し
て
の
そ

も
そ
も
の
存
立
の
根
拠
は
天
皇
に
あ
る
。
自
律
的
社
会
勢
力
と
し
て

天
皇
と
対
立
し
う
る
契
機
を
欠
く
。
か
か
る
関
係
は
、
彼
ら
が
父
祖

以
来
の
伝
統
的
な
個
別
権
力
基
盤
を
大
王
に
一
元
的
に
集
中
し
た
こ
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と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
緒
に
就
い
た
の
で
あ
る
。
公
民
は
天
皇
の
み

を
支
え
る
「
良
人
」
で
あ
り
、
法
的
共
同
組
織
構
成
員
と
し
て
収
税

単
位
に
編
成
さ
れ
た
「
編
戸
の
民
」
と
し
て
、
天
皇
の
官
衙
に
課
役

を
納
め
る
「
調
庸
の
民
」
「
人
夫
」
で
あ
り
、
用
益
地
代
を
納
め
る
「
土

人
」
で
あ
る
。

こ
の
文
に
と
っ
て
肝
腎
な
点
は
、
右
の
記
述
に
お
け
る
史
的
名
辞

「
天
皇
」
を
、
い
か
に
概
念
規
定
す
る
か
で
あ
る
。
律
令
体
制
に
お

け
る
天
皇
に
つ
い
て
は
、
制
定
法
と
権
力
機
構
と
を
超
越
し
こ
れ
に

正
当
性
・
妥
当
性
を
付
与
し
う
る
唯
一
の
存
在
、
社
会
関
係
を
超
越

し
被
支
配
人
民
を
体
制
内
化
す
る
国
家
的
秩
序
の
根
拠
た
り
う
る
唯

一
の
存
在
、
統
一
新
羅
の
王
を
藩
臣
と
位
置
付
け
て
い
る
存
在
、
こ

の
よ
う
な
性
質
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
総
括
す
る
と
、

天
皇
は
、
東
ア
ジ
ア
世
界
の
中
か
ら
自
立
し
た
国
家
公
権
力
を
人
格

化
し
た
地
位
、
と
言
え
る
で
は
あ
る
ま
い
か
。
上
文
の
「
天
皇
」
は
、

公
、
公
権
力
、
国
家
公
権
な
ど
の
概
念
で
置
換
し
う
る
よ
う
に
思
う
。

律
令
天
皇
の
超
越
性
・
神
性
は
、
古
代
的
「
公
」
観
念
、
別
言
す
れ

ば
全
体
ま
た
は
普
遍
の
観
念
の
絶
対
的
性
質
、
そ
の
古
代
的
表
象
と

見
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
、
国
家
公
権
力
に
よ
る
領
域
支
配
原
理
出
現
の
時
代

こ
そ
、
律
令
国
家
へ
の
転
換
期
と
言
う
べ
き
だ
と
思
う
。
乙
巳
の
変

後
の
改
革
は
決
し
て
小
さ
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
大
王
を
権
力
核

と
す
る
時
代
が
始
ま
っ
た
の
だ
が
、
し
か
し
基
本
的
に
は
推
古
朝
以

来
の
国
家
機
構
の
手
直
し
で
あ
っ
た
。
組
織
と
支
配
と
の
原
則
の
転

換
で
は
な
い
。
初
め
て
「
朝
廷
」
と
呼
べ
る
よ
う
な
機
構
が
難
波
に

出
現
し
て
中
央
官
職
が
改
革
さ
れ
、
地
方
で
は
ミ
ヤ
ケ
が
改
革
ざ
れ

こ
ほ
り

て
間
接
的
に
は
律
令
制
に
ま
で
つ
な
が
る
「
評
」
の
官
衙
と
官
人

と
が
出
現
し
た
。
こ
の
改
革
は
、
対
外
的
な
国
家
意
志
の
決
定
機
構

と
国
権
発
動
機
構
と
の
整
備
、
対
外
的
な
軍
事
力
投
入
の
事
態
に
備

え
て
の
既
存
の
人
的
・
物
的
徴
発
機
構
の
整
備
、
と
言
え
る
と
思
う
。

き
び

唐
の
霧
摩
政
策
に
源
す
る
東
北
ア
ジ
ア
の
激
動
の
時
代
が
終
曲
的

最
高
潮
に
達
す
る
の
は
、
百
済
・
高
句
麗
の
滅
亡
（
六
六
○
年
．
六
六

八
年
）
前
後
で
あ
る
。
ヤ
マ
ト
に
つ
い
て
見
た
場
合
、
唐
・
新
羅
と
、

高
句
麗
・
百
済
・
ヤ
マ
ト
と
の
、
二
大
軍
事
ブ
ロ
ッ
ク
が
形
成
さ
れ

た
六
五
五
、
六
年
か
ら
、
新
羅
が
唐
軍
と
戦
っ
て
朝
鮮
半
島
を
統
一

し
た
六
七
五
、
六
年
ま
で
は
、
唐
が
「
倭
国
を
征
伐
」
（
『
三
国
史
記
』

新
羅
本
紀
文
武
王
十
一
年
条
所
載
文
武
王
の
書
状
）
せ
ん
と
し
て
い
る
と
の

報
に
接
し
た
六
六
九
年
と
七
○
年
と
を
ピ
ー
ク
に
し
て
、
軍
事
的
緊

張
状
態
が
慢
性
化
し
、
戦
時
体
制
が
継
続
し
た
。
史
上
未
曾
有
の
時

代
で
あ
り
、
支
配
集
団
は
一
時
期
国
家
存
亡
の
危
殆
に
直
面
し
た
の

で
あ
る
。
こ
の
外
在
因
な
く
し
て
律
令
国
家
へ
の
転
換
は
な
い
。
外

圧
が
内
的
脆
弱
克
服
の
課
題
と
結
合
し
た
の
で
あ
る
。

百
済
復
興
戦
の
支
援
が
大
敗
に
終
っ
た
翌
六
六
四
年
、
ヤ
マ
ト
の

中
央
支
配
集
団
は
、
伝
統
的
な
個
別
権
力
基
盤
を
大
王
に
一
元
化
し

て
臣
僚
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
急
暹
、
国
家
的
戦
闘
力
を
補
強
し
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第
一
の
段
階
は
六
七
○
年
～
六
七
六
年
で
あ
る
。
全
国
的
臨
戦
態

勢
樹
立
政
策
に
よ
る
公
民
化
と
官
僚
化
と
の
同
時
並
行
的
推
進
、

「
令
前
」
国
家
体
制
の
出
現
で
あ
る
。
個
別
に
項
目
を
挙
げ
る
と
、

こ
の
段
階
に
、
領
域
的
支
配
原
理
へ
の
転
換
、
地
方
豪
族
の
律
令
官

人
化
、
全
国
的
な
軍
事
組
織
の
創
設
、
全
人
民
の
個
別
的
掌
握
、
国

家
的
土
地
所
有
制
へ
の
志
向
、
な
ど
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
庚

午
年
籍
は
こ
の
段
階
の
所
産
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
応
す
る
中
央
権
力

に
関
し
て
も
、
律
令
中
央
官
制
の
初
源
形
態
の
萌
芽
、
宮
城
・
都
城
・

畿
内
制
の
創
始
、
国
家
統
治
の
実
定
法
の
単
行
法
令
集
と
し
て
の
制

定
な
ど
が
あ
る
。

第
二
の
段
階
は
六
八
一
年
～
六
八
五
年
で
あ
る
。
律
令
体
制
の
前

提
と
な
る
国
家
公
権
力
（
天
皇
の
出
現
の
時
代
で
あ
る
。
宮
廷
史

的
特
殊
事
情
に
よ
り
い
く
つ
か
は
六
九
○
年
前
後
ま
で
持
ち
越
さ
れ

る
が
、
律
令
国
家
の
骨
酪
は
実
質
的
に
は
天
武
朝
末
葉
に
成
立
し
た
。

個
別
に
挙
げ
る
と
、
国
家
統
治
の
根
本
法
典
の
編
纂
開
始
、
国
家
的

史
書
の
編
修
、
王
族
も
編
成
し
た
爵
位
制
の
施
行
、
新
宮
城
・
都
城

の
建
設
計
画
、
出
生
身
分
の
国
家
的
体
系
の
成
立
、
第
二
次
的
再
編

に
よ
る
律
令
地
方
組
織
の
完
成
、
律
令
戸
籍
の
作
成
準
備
、
常
備
軍

律
令
国
家
が
成
立
し
た
と
考
え
る
。

た
。
こ
の
政
策
に
よ
っ
て
支
配
装
置
や
権
力
基
盤
に
原
則
の
変
更
が

あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
政
策
が
律
令
国
家
体
制
へ

の
転
機
と
な
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
後
二
段
階
を
経
て

律
令
国
家
の
骨
酪
が
実
質
的
に
成
っ
た
前
記
第
二
段
階
に
、
史
書

編
修
の
国
家
事
業
が
興
さ
れ
た
。
体
系
的
律
令
法
典
の
編
纂
が
命
じ

ら
れ
た
の
と
同
時
で
あ
る
。
『
天
武
紀
』
十
年
条
に
「
詔
し
て
、
帝

紀
及
び
上
古
の
諸
事
を
記
し
定
め
し
め
た
ま
ふ
」
と
あ
る
。
他
方
、

『
記
』
序
に
は
、
撰
録
の
発
端
と
な
っ
た
天
武
の
詔
が
、
「
（
前
略
）
帝

と
う
か
く

の
ち
の
よ

紀
を
撰
録
し
、
旧
辞
を
討
藪
し
、
偽
り
を
削
り
実
を
定
め
て
、
後
葉

つ
た

に
流
へ
む
と
欲
ふ
」
と
さ
れ
て
い
る
。
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
は
諸

説
が
あ
る
。
簡
単
に
は
済
ま
し
難
い
問
題
だ
が
、
結
論
的
に
管
見
を

述
べ
る
と
、
古
く
は
谷
川
士
清
（
『
日
本
書
紀
通
証
』
）
・
平
田
篤
胤
（
『
古

（
２
）

史
徴
』
開
題
記
）
、
近
く
は
川
副
武
胤
氏
が
説
か
れ
た
ご
と
く
、
同
じ

事
実
と
見
て
良
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

太
安
万
侶
が
『
記
』
序
を
書
い
た
の
は
『
紀
』
の
編
修
が
ひ
と
た

び
完
了
し
つ
つ
あ
っ
た
時
代
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
時
代
か
ら

は
、
天
武
朝
の
事
業
は
先
駆
的
準
備
に
止
ま
っ
た
と
し
か
見
え
な
か

っ
た
と
思
う
。
だ
か
ら
、
そ
の
時
に
は
こ
の
よ
う
に
本
格
的
に
編
修

さ
れ
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
（
「
未
だ
其
の
事
を
行
は
ざ
り
き
」
）
と
書
い

た
の
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
六
八
一
年
に
始
ま
っ
た
修
史
は
『
紀
』
の

成
立
に
と
っ
て
も
先
駆
的
一
階
梯
と
な
っ
た
と
は
言
え
る
。
し
か
し

の
基
盤
整
備
、
な
ど
が
顕
著
で
あ
る
。

五
『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
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『
天
武
紀
』
十
年
条
を
『
紀
』
修
史
局
の
創
設
と
見
る
説
に
は
賛
成

し
が
た
い
。
こ
の
事
業
は
直
接
に
『
記
』
に
つ
な
が
る
も
の
で
、
天

武
朝
の
族
姓
改
革
と
の
本
質
的
関
連
を
指
摘
す
る
誰
が
妥
当
だ
と
考

え
る
。
天
武
の
存
命
中
に
ひ
と
た
び
纏
め
ら
れ
た
と
思
う
。
先
学
が

言
わ
れ
る
よ
う
に
安
万
侶
が
テ
キ
ス
ト
を
扱
っ
て
い
る
こ
と
は
ほ
ぼ

間
違
い
が
な
い
の
で
、
そ
れ
を
天
武
朝
の
「
原
古
事
記
」
と
称
し
て

も
大
過
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
安
万
侶
は
、
大
々
的
に
編
修
さ
れ
つ
つ
あ
る
『
紀
』
に
対

し
て
、
天
武
の
関
与
を
誇
張
し
て
自
ら
の
仕
事
を
権
威
付
け
よ
う
と

し
て
い
る
と
思
う
（
「
阿
礼
に
勅
語
し
て
帝
皇
日
継
及
び
先
代
旧
辞
を
詞
み

習
は
し
め
た
ま
ひ
き
」
。
「
稗
田
阿
礼
の
調
む
所
の
勅
語
の
旧
辞
」
）
。
天
武
が
、

い
わ
ば
正
典
の
決
定
者
と
し
て
主
体
的
に
領
導
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と

や
、
阿
礼
が
天
武
朝
頃
の
古
い
読
み
方
を
伝
え
て
い
た
ら
し
い
こ
と

は
認
め
う
る
と
思
う
。
し
か
し
「
原
古
事
記
」
は
天
武
が
阿
礼
独
り

を
相
手
に
自
ら
口
授
し
た
も
の
で
、
阿
礼
は
天
武
の
言
葉
を
悉
く
空

ん
じ
て
い
た
な
ど
と
言
う
非
現
実
的
な
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
に
は
認

め
難
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
実
際
に
は
『
天
武
紀
』
十
年
条
に
記

さ
れ
て
い
る
小
グ
ル
ー
プ
、
親
王
二
人
、
諸
王
四
人
、
諸
臣
六
人
（
う

ち
一
人
は
数
か
月
後
逝
去
。
二
人
は
主
に
筆
録
担
当
の
「
記
定
」
者
を
天

武
が
統
括
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

『
記
』
に
持
統
朝
以
後
の
付
加
的
要
素
が
無
い
と
ま
で
は
い
え
な
い
。

し
か
し
、
や
は
り
、
『
紀
』
が
七
○
一
年
以
後
の
律
令
国
家
の
時
代

を
よ
り
強
く
反
映
し
て
い
る
の
に
対
し
、
『
記
』
が
前
節
で
述
べ
た

六
八
一
～
六
八
五
年
の
時
代
に
よ
り
強
く
制
約
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

そ
れ
は
争
え
な
い
と
思
う
。
こ
の
時
代
の
特
徴
は
天
皇
の
出
現
な
の

で
あ
る
。
「
原
古
事
記
」
に
よ
っ
て
初
め
て
、
諸
氏
の
父
系
出
自
系

譜
や
王
権
へ
の
従
属
奉
仕
伝
承
を
整
合
的
に
体
統
化
し
う
る
根
幹
の

規
範
が
成
立
し
た
。
六
六
四
年
の
政
策
に
よ
っ
て
諸
氏
が
後
の
治
部

（
４
）

省
に
提
出
し
た
系
譜
や
伝
承
は
、
未
だ
区
区
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。

諸
氏
の
国
家
的
地
位
に
永
く
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
族
姓
改
革
の
、

根
拠
と
は
な
し
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
大
事
な
点
は
、
か
つ
て
存

在
し
た
一
つ
の
神
話
、
一
つ
の
伝
承
、
一
つ
の
系
譜
が
、
時
を
逐
う

て
次
第
に
改
変
さ
れ
多
く
の
異
伝
が
派
生
し
た
の
で
、
再
度
始
原
の

正
当
な
唯
一
を
確
認
し
た
と
い
う
関
係
で
は
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

権
威
あ
る
「
正
実
」
が
初
め
て
決
定
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
虚
偽
」

（
５
）

の
範
晴
が
出
現
す
る
に
至
っ
た
。

他
方
、
『
紀
』
の
編
修
は
、
こ
れ
に
も
深
入
り
で
き
な
い
が
、
若

干
の
証
跡
か
ら
、
文
武
天
皇
即
位
後
、
大
宝
律
令
の
撰
定
開
始
と
並

行
し
て
、
始
め
ら
れ
た
事
業
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
二
十
年
余
の

編
修
期
間
を
、
和
銅
五
（
七
一
二
）
年
前
後
ま
で
十
数
年
間
の
本
格

的
検
討
期
と
、
そ
の
後
数
年
間
の
最
終
的
完
成
期
と
に
二
分
す
る
管

見
を
抱
懐
し
て
い
る
。
こ
の
区
分
は
、
『
記
』
の
撰
進
（
和
銅
五
年
）

（
６
）

を
『
紀
』
の
編
修
と
の
関
係
で
捉
え
る
説
を
承
け
、
風
土
記
撰
進
の

官
命
（
六
年
）
、
修
史
局
へ
の
特
任
者
の
増
員
（
？
）
（
七
年
）
を
こ
れ
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に
関
連
す
る
と
見
る
こ
と
を
根
拠
と
す
る
。
和
銅
五
年
前
後
に
は
ひ

と
た
び
稿
本
が
で
き
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
頃
を
境
と
す
る
終
り

の
数
年
間
は
、
巻
別
の
編
成
、
体
裁
、
文
章
な
ど
、
い
ず
れ
か
と
言

え
ば
形
式
上
の
整
備
が
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

『
紀
』
の
歴
史
像
の
骨
酪
が
決
定
さ
れ
た
時
代
、
そ
れ
は
、
律
令
国

家
体
制
の
出
現
期
と
そ
の
直
後
の
盛
期
で
あ
ろ
う
。

（
７
）

『
紀
』
編
纂
の
材
料
は
坂
本
太
郎
氏
に
詳
し
い
検
討
が
あ
る
。
こ

こ
で
は
後
文
に
関
係
す
る
二
点
に
つ
い
て
の
み
簡
単
に
私
見
を
述
べ

て
お
き
た
い
。

一
は
『
紀
』
の
記
載
に
ま
で
つ
な
が
る
よ
う
な
同
時
代
の
記
録
は

ど
こ
ま
で
遡
る
の
か
で
あ
る
。
新
井
白
石
（
『
古
史
通
或
問
』
）
・
山
片

蟠
桃
（
『
夢
ノ
代
』
）
も
そ
う
な
の
だ
が
、
近
代
の
ほ
と
ん
ど
の
研
究

者
が
四
世
紀
後
半
か
ら
と
見
て
い
る
。
し
か
し
根
拠
と
さ
れ
て
い
る

応
神
朝
へ
の
百
済
か
ら
の
「
帰
化
」
人
や
「
博
士
」
の
渡
来
と
い
う

の
は
、
事
実
か
ど
う
か
判
ら
な
い
（
後
述
）
。
五
世
紀
後
半
に
漢
字
受

容
の
前
提
条
件
が
萌
芽
し
成
長
し
始
め
て
い
る
が
、
本
格
化
は
六
世

紀
半
ば
か
ら
で
あ
る
。
ヤ
マ
ト
国
家
の
中
央
政
府
に
専
門
書
記
職
が

組
織
さ
れ
、
国
家
の
重
要
事
項
を
記
録
し
保
管
し
始
め
た
。
そ
れ
を

担
っ
た
の
が
百
済
の
聖
王
が
提
供
し
た
人
材
で
、
中
国
南
朝
の
学
術

文
化
を
体
得
し
た
知
識
人
で
あ
っ
た
。
漢
字
の
字
音
借
用
に
よ
る
表

記
法
、
和
語
を
漢
語
で
翻
訳
す
る
字
訓
表
記
法
、
い
わ
ゆ
る
変
体
漢

文
体
な
ど
、
日
本
に
お
け
る
文
字
言
語
と
表
語
体
系
と
は
、
既
に
百

済
で
行
わ
れ
て
い
た
方
式
を
六
世
紀
半
ば
近
く
に
学
ん
だ
結
果
な
の

で
あ
る
。

二
は
日
本
で
は
い
つ
頃
か
ら
詔
の
宣
布
と
保
存
と
が
始
ま
っ
た
の

か
で
あ
る
。
確
実
な
も
の
は
『
紀
』
の
編
年
で
い
う
天
武
四
（
六
七
五
）

年
で
あ
る
。
そ
の
後
は
直
接
に
『
続
紀
』
宣
命
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
。

『
紀
』
の
孝
徳
天
皇
の
詔
の
中
に
は
、
編
者
に
よ
る
漢
文
化
の
処
理

が
不
完
全
で
、
前
後
に
例
を
見
な
い
破
格
の
字
句
文
章
が
あ
る
。
詔

の
原
形
は
漢
文
で
は
な
い
。
ほ
と
ん
ど
倒
読
を
必
要
と
せ
ず
、
漢
文

訓
読
語
法
を
多
用
し
た
、
音
訓
交
用
の
和
化
漢
文
体
で
あ
っ
た
こ
と

が
推
測
で
き
る
。
ま
た
大
化
二
、
三
年
の
詔
の
い
く
つ
か
は
、
諸
王

臣
を
集
め
そ
の
前
で
宣
命
さ
れ
た
こ
と
が
ほ
ぼ
明
ら
か
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
、
国
語
の
表
記
史
・
文
字
史
に
よ
っ
て
稲
岡
耕
二
氏
が
論
じ

（
８
）

ら
れ
た
よ
う
に
、
孝
徳
朝
の
頃
に
は
宣
命
大
書
体
程
度
の
和
文
表
記

さ
え
ま
だ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
諸
王
臣
を
集
め
て
奏
宣
官
が
宣
命
す

る
よ
う
な
こ
と
は
ま
だ
な
い
が
、
詔
書
が
作
ら
れ
宣
告
さ
れ
た
と
推

（
９
）

測
で
き
る
の
は
、
天
智
天
皇
の
即
位
（
六
六
八
年
）
後
で
あ
る
。

『
紀
』
で
は
、
詔
は
孝
徳
と
天
武
と
の
間
に
空
白
が
あ
る
。
そ
の

理
由
と
し
て
、
近
江
宮
時
代
（
六
六
七
～
六
七
二
年
）
の
多
数
の
詩
文

は
壬
申
の
乱
の
た
め
に
殆
ど
伝
わ
ら
な
い
と
い
う
『
懐
風
藻
』
の
序

文
を
も
ち
出
す
の
は
、
決
し
て
正
鵠
を
射
て
は
い
な
い
と
思
う
の
で

あ
る
。
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『
紀
』
は
、
完
成
早
々
の
律
令
国
家
の
事
業
と
し
て
、
中
国
正
史

に
比
肩
し
う
る
日
本
国
の
歴
史
を
、
編
年
体
の
帝
皇
本
紀
と
し
て
纏

め
た
も
の
で
あ
る
。
東
ア
ジ
ア
世
界
の
中
か
ら
自
立
し
た
国
家
公
権

力
の
歴
史
的
自
己
認
識
を
、
内
外
に
表
明
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
『
紀
』

の
最
後
は
持
統
天
皇
が
文
武
天
皇
に
譲
位
し
た
記
事
で
あ
る
。
文
武

朝
以
後
の
大
宝
律
令
制
下
は
い
わ
ば
「
現
体
制
」
「
現
代
」
で
あ
る
。

執
筆
時
現
在
は
未
だ
歴
史
的
認
識
と
省
察
と
の
対
象
で
は
な
い
。
こ

の
現
体
制
へ
の
た
だ
一
筋
の
道
、
歴
史
的
必
然
を
描
く
こ
と
、
そ
れ

こ
そ
が
『
紀
』
の
中
心
的
課
題
で
あ
る
。
『
記
』
の
重
点
が
「
神
代
」

に
あ
り
、
『
紀
』
の
眼
目
が
「
近
代
」
に
あ
る
と
い
う
大
局
観
は
妥

当
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
「
現
体
制
」
を
産
み
落
す
母
胎
と
な
り
「
現

代
」
に
直
結
す
る
「
近
代
」
と
い
う
の
は
い
つ
か
ら
と
考
え
ら
れ
て

（
Ⅲ
）

い
た
の
だ
ろ
う
か
。
い
く
つ
か
立
論
の
根
拠
が
あ
る
が
こ
こ
で
は
簡

略
に
述
べ
た
い
。

『
紀
』
編
修
の
本
格
的
検
討
期
が
終
り
に
近
付
き
ひ
と
た
び
草
稿

が
纏
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
時
、
当
初
か
ら
コ
ジ
キ
ま
た
は
フ
ル
コ
ト
フ

ミ
と
い
う
名
を
も
つ
書
物
が
、
最
初
か
ら
三
巻
の
編
成
を
以
て
、
僅

か
四
箇
月
で
纏
め
ら
れ
た
。
そ
れ
は
推
古
天
皇
で
終
っ
て
い
る
。

推
古
の
時
代
で
四
十
二
年
間
続
い
た
蘇
我
系
大
王
の
統
治
は
終
っ

六
『
日
本
書
紀
』
の
「
近
代
史
」
の
構
想

た
。
そ
の
次
の
野
明
の
即
位
に
よ
っ
て
、
王
統
は
八
世
紀
「
現
代
」

に
つ
な
が
る
彦
人
王
子
の
系
統
に
定
ま
っ
た
。
フ
ル
コ
ト
の
記
が
対

象
と
は
し
な
か
っ
た
野
明
以
後
が
ニ
ヒ
し
き
代
、
「
近
代
」
な
の
で

あ
る
。
彦
人
を
共
通
の
祖
と
す
る
非
蘇
我
系
の
王
族
の
間
で
も
、
文

武
が
即
位
す
る
迄
に
は
、
茅
淳
王
の
孫
（
孝
徳
の
息
）
の
有
問
、
天

智
の
子
の
大
友
と
孫
の
大
津
の
排
除
が
必
要
だ
っ
た
の
だ
が
、
聖
徳

太
子
の
子
に
皇
位
が
廻
ら
ず
彦
人
王
子
の
子
の
野
明
が
即
位
し
た
こ

と
は
、
八
世
紀
初
め
か
ら
回
顧
す
る
時
、
画
期
的
な
意
味
を
も
っ
て

い
た
筈
で
あ
る
。

『
記
』
の
三
巻
の
区
分
を
八
世
紀
初
め
頃
の
時
代
区
分
観
と
し
て

（
皿
）

そ
の
意
味
を
考
察
さ
れ
た
の
は
伊
藤
博
氏
で
あ
る
。
そ
れ
を
参
考
に

し
て
言
え
ば
、
上
巻
は
宇
宙
創
造
に
始
ま
る
神
代
で
、
天
皇
の
正
統

権
威
が
根
ざ
す
普
遍
的
秩
序
の
世
界
を
描
き
、
現
実
の
天
皇
の
統
治

に
意
味
を
与
え
る
始
原
の
理
念
を
説
示
し
て
い
る
。
中
巻
（
神
武
～

応
神
）
は
律
令
国
家
の
天
皇
の
理
想
的
規
範
と
し
て
の
聖
君
主
仁
徳

の
統
治
構
造
が
、
神
と
分
ち
難
い
天
皇
の
時
代
に
神
々
に
援
け
ら
れ

な
が
ら
創
ら
れ
て
ゆ
く
神
秘
的
な
過
程
を
描
い
て
い
る
。
下
巻
（
仁

徳
～
推
古
）
は
、
神
々
か
ら
独
立
し
た
有
徳
の
帝
王
の
地
位
継
承
の

次
第
で
、
蘇
我
系
帝
王
の
終
り
で
摘
筆
し
て
い
る
。
胎
中
に
あ
る
時

か
ら
神
意
に
よ
り
君
臨
す
べ
く
定
め
ら
れ
た
神
秘
的
貴
種
で
あ
り
、

（
吃
）

始
祖
的
な
来
臨
神
話
で
飾
ら
れ
て
い
る
応
神
と
、
神
か
ら
分
れ
た
真

の
人
間
に
し
て
儒
教
で
い
う
聖
帝
で
あ
る
仁
徳
と
の
間
に
は
、
古
代
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（
魁
）

に
お
け
る
時
代
区
分
の
認
識
と
し
て
一
線
が
画
さ
れ
て
い
る
。
『
記
』

『
紀
』
に
お
い
て
諸
氏
の
始
祖
が
出
現
し
た
と
さ
れ
て
い
る
時
代
に
も
、

（
Ｍ
）

応
神
以
前
と
仁
徳
以
後
と
に
は
顕
著
な
差
が
あ
る
。
『
記
』
の
時
代

区
分
に
は
意
味
が
あ
る
。
「
古
事
」
の
時
代
に
は
含
ま
れ
ぬ
毎
明
系

皇
統
の
時
代
が
「
近
代
」
な
の
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
『
紀
』
の
「
近
代
史
」
の
特
徴
で
あ
る
が
、
次
の
三
点
は

顕
著
で
あ
る
。

一
・
六
四
五
年
乙
巳
の
政
変
の
結
果
「
現
体
制
」
へ
と
根
本
的
に

転
換
し
そ
の
第
一
段
階
が
印
さ
れ
た
と
し
て
い
る
こ
と
。
八
世
紀
初

め
の
政
界
を
主
導
す
る
勢
力
に
と
っ
て
、
天
智
・
天
武
の
父
の
野
明

の
即
位
、
野
明
の
子
の
中
で
も
蘇
我
系
の
古
人
の
即
位
を
阻
止
し
た

乙
巳
の
変
、
天
智
の
子
の
中
で
も
大
友
の
子
孫
へ
の
皇
位
継
承
を
阻

止
し
た
壬
申
の
乱
、
こ
の
三
つ
の
事
件
は
、
皇
位
の
嫡
系
相
承
が
制

度
化
さ
れ
た
時
代
か
ら
の
回
顧
的
意
味
に
お
い
て
、
一
系
を
な
す
も

の
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
る
。
そ
の
乙
巳
の
変
と
「
現
体
制
」
の

第
一
歩
と
を
、
因
果
関
係
で
描
い
て
い
る
。

二
。
天
智
朝
を
艇
め
て
い
る
こ
と
。
『
紀
』
以
外
の
八
、
九
世
紀

の
史
料
で
は
、
天
智
の
大
津
宮
時
代
は
、
大
宝
律
令
体
制
に
直
結
し

そ
の
礎
を
定
め
た
時
代
と
し
て
頗
る
評
価
が
高
い
。
個
別
に
は
律
令

法
典
や
礼
典
、
中
央
官
人
の
官
位
相
当
原
則
、
姓
お
よ
び
姓
秩
序
な

ど
で
あ
る
が
、
総
括
的
に
は
、
不
動
の
根
本
法
に
よ
る
律
令
天
皇
の

国
家
統
治
の
形
態
は
近
江
朝
の
創
始
だ
と
い
う
の
で
あ
る
（
『
続
紀
』

慶
雲
四
年
元
明
即
位
の
宣
命
、
養
老
三
年
十
月
の
元
正
の
詔
）
。
し
か
る
に
『
紀
』

（
肥
）

は
、
『
大
織
冠
伝
』
の
原
形
の
「
古
記
」
を
史
料
と
し
な
が
ら
、
即

ほ
ぼ
つ
く

位
前
の
天
智
が
「
律
令
を
刊
定
し
：
：
：
略
条
例
を
為
」
っ
た
と
い
う

（
肥
）

の
に
相
当
す
る
記
事
を
削
除
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
他
の
史
料
で
は

中
央
・
地
方
の
官
職
の
整
備
や
郡
領
の
家
柄
が
決
ま
っ
た
と
い
う
評

価
し
か
な
い
孝
徳
朝
に
、
律
令
国
家
へ
の
大
々
的
な
転
換
を
記
し
て

（
Ⅳ
）

い
る
。
律
令
体
制
形
成
史
上
の
庚
午
年
籍
の
画
期
的
意
義
に
は
議
論

の
余
地
が
な
い
が
、
『
紀
』
で
は
、
戸
籍
は
既
に
孝
徳
の
時
代
か
ら

造
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
改
新
詔
や
旧
俗
改
廃
の
詔
で

は
、
「
凡
そ
」
で
始
ま
る
十
七
（
注
に
引
用
さ
れ
た
も
の
ま
で
加
え
る
と
十

八
）
の
一
般
法
の
条
文
が
制
定
施
行
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。
忠
実
に

『
紀
』
の
構
成
に
従
う
限
り
、
天
武
十
年
の
詔
「
朕
、
今
更
に
律
令

を
定
め
法
式
を
改
め
む
と
欲
ふ
」
の
「
更
に
」
は
、
孝
徳
朝
に
お
け

る
制
定
条
規
を
承
け
る
と
見
る
他
は
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
結
果
、
『
紀
』
の
天
智
天
皇
は
、
八
、
九
世
紀
の
他
の
史
料

か
ら
は
か
け
離
れ
た
姿
、
即
ち
大
化
改
新
の
成
果
を
継
受
し
な
が
ら

そ
れ
を
後
退
さ
せ
た
失
政
者
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な

い
。
あ
り
も
し
な
い
天
変
地
異
を
書
き
た
て
、
天
武
朝
の
成
立
は
天

命
が
革
ま
っ
た
の
だ
と
、
天
人
相
関
思
想
に
よ
っ
て
紙
の
上
で
筆
誹

を
加
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
。
天
武
の
即
位
事
情
に
一
巻
を
配
当
し
細
心
の
注
意
を
払
っ
て

篁
奪
を
正
当
化
し
て
い
る
。
立
場
が
違
え
ば
数
行
で
摘
要
で
き
る
の
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に
、
一
巻
全
体
を
配
当
し
、
舎
人
の
言
動
ま
で
を
詳
述
し
て
い
る
。

異
例
中
の
異
例
だ
。
作
為
的
な
叙
述
の
核
心
は
、
天
武
が
追
い
詰
め

ら
れ
て
止
む
に
止
ま
れ
ず
決
起
し
た
と
す
る
点
と
、
皇
祖
の
意
志
は

天
武
の
即
位
に
あ
っ
た
と
す
る
点
で
あ
る
。
動
機
と
結
果
と
の
正
当

化
に
他
な
ら
な
い
。

国
家
権
力
が
直
接
企
て
た
「
現
体
制
」
の
沿
革
の
総
括
が
、
無
思

想
・
無
原
則
で
、
自
己
正
当
化
の
政
治
的
立
場
性
も
評
価
基
準
も
な

く
、
史
料
の
遣
存
状
態
の
み
に
制
約
さ
れ
た
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、

そ
も
そ
も
あ
り
得
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。

『
紀
』
の
「
近
代
史
」
に
お
け
る
上
記
三
つ
の
特
徴
は
、
一
つ
の

関
係
の
下
に
結
合
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
『
続
紀
』
天
平
宝
字
元
年

十
二
月
の
功
田
の
等
級
に
関
す
る
官
奏
は
、
文
武
天
皇
の
、
①
七
○

一
年
七
月
（
「
壬
申
の
年
の
功
臣
」
の
「
功
の
第
」
を
「
中
第
」
と
定
む
）
、

②
七
○
三
年
二
月
（
「
律
令
を
定
む
る
こ
と
に
預
れ
」
る
功
臣
を
下
功
と
定
む
）
、

③
七
○
七
年
四
月
（
歴
代
天
皇
に
仕
え
て
き
た
不
比
等
の
功
績
と
孝
徳
側
近

の
忠
臣
と
し
て
創
業
を
輔
け
た
鎌
足
の
功
績
と
に
よ
り
、
令
規
を
根
拠
に
藤
原

氏
伝
世
の
食
封
を
授
け
る
。
た
ぶ
ん
令
条
外
の
特
封
だ
ろ
う
）
、
の
詔
で
認
定

さ
れ
た
（
「
先
朝
定
む
る
所
」
の
）
三
代
国
家
的
功
績
が
記
さ
れ
て
い
る
。

、
届
買
Ｕ
が
『
紀
』
編
纂
の
本
格
的
検
討
期
で
あ
る
こ
と
、
藤
原
氏
の

家
伝
で
は
鎌
足
は
天
智
朝
の
功
臣
で
天
智
を
輔
け
て
法
制
を
整
備
し

天
下
を
一
統
し
た
と
あ
る
の
に
（
『
続
紀
』
天
平
宝
字
元
年
閨
八
月
条
「
古

記
」
、
『
大
織
冠
伝
』
）
、
③
で
は
、
孝
徳
の
忠
臣
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、

に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
上
記
官
奏
の
「
先
朝
定
む
る
所
」
は
、

こ
の
文
で
い
う
「
現
体
制
」
を
も
た
ら
し
た
三
大
画
期
の
認
識
な
の

だ
が
、
そ
れ
を
借
り
て
、
『
紀
』
の
「
近
代
史
」
の
三
つ
の
特
徴
を

一
つ
の
文
脈
に
お
い
て
言
え
ば
、
次
の
よ
う
に
結
論
付
け
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。

「
壬
申
年
」
の
篁
奪
を
正
当
化
す
る
た
め
に
、
近
江
朝
に
始
ま
る
「
大

宝
二
年
」
体
制
へ
の
転
換
を
、
「
乙
巳
年
」
の
変
と
一
体
化
し
た
の

で
あ
ろ
う
。
大
化
改
新
は
、
『
紀
』
に
初
め
て
現
れ
た
、
『
紀
』
の
中

だ
け
の
、
史
料
的
事
実
で
あ
っ
て
歴
史
的
事
実
で
は
な
い
と
思
わ
れ

る
の
で
あ
る
。

国
家
公
認
の
「
近
代
史
」
の
決
定
版
を
作
る
際
、
歴
史
的
評
価
の

上
で
の
最
大
の
難
問
は
、
「
現
体
制
」
へ
の
必
然
の
理
路
に
お
い
て

壬
申
の
乱
を
い
か
に
位
置
付
け
る
か
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
こ
の
乱

こ
そ
は
『
紀
』
全
篇
の
結
構
の
要
と
い
う
の
も
過
辞
で
は
な
い
。

「
現
体
制
」
へ
と
根
本
的
に
転
換
さ
せ
た
近
江
朝
を
、
天
武
は
暴
力

に
訴
え
て
奪
っ
た
。
空
前
の
所
業
で
あ
る
。
そ
れ
を
い
か
に
正
当
化

す
る
か
。
反
国
家
的
・
反
道
義
的
性
質
を
い
か
に
薄
め
い
か
に
量
す

か
。
そ
れ
が
『
紀
』
の
課
題
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
皇
位
継
承
資
格

が
天
智
・
天
武
へ
と
廻
っ
て
き
た
そ
も
そ
も
の
分
岐
点
で
「
現
体
制
」

へ
の
転
換
は
終
わ
っ
て
い
た
。
そ
れ
を
承
け
な
が
ら
天
智
は
失
政
を

重
ね
た
。
天
命
が
革
ま
っ
た
天
武
朝
に
お
い
て
こ
れ
が
復
興
さ
れ
て

骨
酪
は
完
成
し
た
。
以
上
が
『
紀
』
の
「
近
代
史
」
の
構
想
だ
っ
た
。
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『
記
』
の
中
巻
に
は
、
『
紀
』
と
ほ
ぼ
共
通
す
る
体
系
的
な
国
家
形

成
過
程
が
描
か
れ
て
い
る
。
津
田
左
右
吉
の
研
究
の
結
論
は
、
『
記
』

『
紀
』
の
四
世
紀
頃
の
歴
史
は
六
、
七
世
紀
の
思
想
に
よ
る
構
想
で

あ
る
と
す
る
も
の
だ
っ
た
。
テ
キ
ス
ト
の
思
想
的
解
釈
に
よ
っ
て
、

天
皇
を
日
本
民
族
の
一
体
性
を
象
徴
す
る
精
神
的
権
威
と
見
る
思
想

が
六
、
七
世
紀
ま
で
遡
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
、
合
理
的
知
識
を

基
礎
と
す
る
国
民
の
心
情
的
融
合
の
核
と
し
て
、
天
皇
の
永
続
化
を

願
っ
た
。
敗
戦
後
の
日
本
古
代
史
研
究
で
は
、
津
田
学
説
の
批
判
的

（
四
）

継
承
が
課
題
と
さ
れ
た
。
し
か
し
僅
か
な
例
外
を
除
き
、
『
紀
』
研

究
の
方
法
の
深
化
は
必
ず
し
も
顕
著
で
は
な
か
っ
た
。
津
田
の
行
き

過
ぎ
を
是
正
し
、
津
田
が
破
壊
し
た
も
の
を
再
構
し
よ
う
と
す
る
思

考
が
は
る
か
に
強
か
っ
た
。
三
、
四
世
紀
の
交
に
統
一
国
家
が
成
り
、

五
世
紀
後
半
か
ら
王
権
は
相
対
的
に
弱
体
化
す
る
。
こ
の
敗
戦
前
以

来
の
通
説
の
、
事
実
認
識
は
疑
わ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

王
政
復
古
論
的
、
王
土
王
民
再
実
現
論
的
改
新
像
を
要
と
す
る
四
～

九
世
紀
史
像
が
、
今
日
で
は
異
端
を
排
斥
し
完
全
に
正
統
の
地
位
を

固
め
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
筆
者
は
、
「
再
現
」
「
再
強
化
」
と
か
「
回
復
」

（
釦
）

「
復
活
」
と
い
う
評
価
に
は
疑
問
が
あ
る
。
中
田
薫
氏
が
、
律
令
天

七
天
武
朝
に
お
け
る
「
古
代
史
」
の
構
想

皇
の
絶
対
権
は
全
く
新
た
に
創
設
し
た
も
の
で
、
過
去
に
有
せ
し
も

の
の
回
復
で
は
な
い
と
言
い
放
っ
た
の
が
、
健
康
な
る
常
識
で
は
な

い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

『
古
事
記
』
中
巻
の
時
代
の
国
家
形
成
史
と
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

神
武
の
時
代
に
、
皇
祖
神
直
系
の
天
つ
神
が
降
臨
し
た
聖
地
か
ら
、

天
つ
神
の
御
子
が
遷
っ
て
き
て
「
中
洲
」
（
奈
良
盆
地
）
を
平
定
し
「
天

皇
」
位
が
創
始
さ
れ
る
。
崇
神
・
垂
仁
の
時
代
に
、
神
祇
祭
祀
、

「
畿
内
」
綏
撫
、
貢
納
制
創
設
、
な
ど
に
よ
り
国
家
統
治
が
始
ま
る
。

景
行
・
仲
哀
・
成
務
の
時
代
に
は
、
〃
夷
狄
〃
が
征
討
さ
れ
、
そ
の

服
属
地
を
周
縁
と
す
る
〃
華
夏
〃
で
は
、
皇
子
が
分
封
さ
れ
「
国
造
」

「
県
主
」
が
任
命
さ
れ
て
天
皇
の
全
国
統
治
が
実
現
す
る
。
神
功
・

応
神
の
時
代
に
は
、
朝
鮮
半
島
に
進
出
し
朝
鮮
の
王
を
〃
藩
臣
〃
と

す
る
〃
帝
国
〃
体
制
が
成
立
し
、
「
神
国
」
の
「
聖
王
」
の
威
力
に
「
帰

化
」
す
る
者
が
現
れ
る
。

部
分
的
に
氏
の
伝
承
や
朝
鮮
系
の
史
書
も
使
わ
れ
て
い
る
が
、
こ

の
叙
述
の
全
体
が
語
る
所
は
、
神
々
の
援
助
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
天

（
幻
）

皇
統
治
体
制
の
ひ
と
た
び
の
成
立
で
あ
る
。
『
記
』
序
は
、
右
の
国

家
形
成
史
を
辿
っ
た
後
、
仁
徳
の
炊
煙
観
望
、
允
恭
の
氏
姓
匡
正
を

か
ん
が

加
え
、
そ
れ
ら
を
「
古
に
稽
へ
」
「
今
を
照
す
」
必
要
が
あ
る
業
績

と
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
次
に
、
い
き
な
り
飛
び
越
え
て
、
壬
申

の
乱
を
述
べ
て
い
る
の
だ
。
こ
こ
に
こ
の
国
家
形
成
史
の
意
味
を
探

る
手
が
か
り
が
あ
る
。
こ
の
歴
史
を
承
け
て
君
臨
す
る
の
は
『
記
』
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た
た

下
巻
最
初
の
仁
徳
で
あ
る
。
仁
徳
は
「
其
の
御
世
を
称
へ
て
聖
帝
の

ほ

世
と
謂
す
」
（
『
記
』
）
、
「
今
ま
で
に
聖
帝
と
称
め
ま
う
す
」
（
『
紀
』
）
と

言
わ
れ
、
そ
の
「
仁
政
」
は
七
世
紀
以
来
堯
舜
に
類
比
さ
れ
て
き
た
。

律
令
天
皇
の
規
範
と
し
て
尚
古
主
義
的
に
理
想
化
さ
れ
た
仁
徳
の
時

代
が
、
い
か
に
開
か
れ
た
の
か
を
述
べ
る
の
が
、
体
系
的
で
神
秘
的

な
「
古
代
国
家
」
形
成
史
な
の
だ
と
考
え
る
。

七
世
紀
の
終
り
近
く
、
天
武
天
皇
が
初
め
て
創
り
出
そ
う
と
し
て

い
る
天
皇
の
統
治
体
制
の
、
規
模
も
構
造
も
理
念
も
、
か
つ
て
ひ
と

（
配
）

た
び
存
在
し
て
い
た
理
想
状
態
に
接
続
し
、
そ
の
再
現
で
あ
り
復
活

で
あ
る
と
正
当
化
す
る
こ
と
、
東
ア
ジ
ア
規
模
で
の
国
家
存
亡
の
危

機
に
見
舞
わ
れ
て
中
央
豪
族
が
初
め
て
個
別
的
権
力
基
盤
を
大
王
に

集
中
し
て
緒
に
就
い
た
も
の
を
「
大
政
奉
還
」
的
に
正
当
化
す
る
こ

と
、
要
す
る
に
、
天
武
朝
に
お
け
る
現
実
の
批
判
と
変
革
と
の
根
拠

と
し
て
求
め
ら
れ
た
、
規
範
と
し
て
の
「
古
代
」
な
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
自
体
が
観
念
の
表
象
と
し
て
の
体
系
的
な
歴
史
像
で
あ
っ
た

が
故
に
、
こ
の
「
古
代
」
は
、
常
に
再
生
す
る
特
殊
な
生
命
力
を
も

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

註
（
１
）
門
脇
禎
二
コ
大
化
改
新
」
史
論
』
（
上
・
下
。
一
九
九
一
年
、

思
文
閣
）
「
序
章
、
王
題
の
設
定
」

（
２
）
川
副
武
胤
「
古
事
記
の
四
色
と
天
武
天
皇
十
四
年
の
服
色
の
制
」

（
『
古
事
記
の
研
究
』
一
九
六
七
年
、
至
文
堂
）
。
同
「
正
史
の
い
は

ゆ
る
史
書
編
蟇
記
事
に
つ
い
て
」
（
『
古
事
記
及
び
日
本
書
紀
の
研
究
』

一
九
七
六
年
、
風
間
書
房
）

（
３
）
早
い
時
期
の
研
究
に
、
平
田
俊
春
「
古
事
記
の
成
立
と
日
本
書

紀
」
（
『
日
本
古
典
の
成
立
の
研
究
』
一
九
五
九
年
、
日
本
書
院
）
、

吉
田
義
孝
「
古
事
記
成
書
化
の
基
礎
」
（
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
『
古

事
記
・
日
本
書
紀
Ｉ
』
一
九
七
○
年
、
有
精
堂
）
、
梅
沢
伊
勢
三
「
記

紀
の
文
章
に
お
け
る
『
今
』
の
分
析
（
ご
」
（
『
記
紀
批
判
』
一
九

六
二
年
、
創
文
社
）
な
ど
が
あ
る
。

（
４
）
熊
谷
公
男
「
治
部
省
の
成
立
」
（
『
史
学
雑
誌
』
八
八
’
四
、
一

九
七
九
年
）

（
５
）
こ
の
点
、
筆
者
は
、
神
野
志
隆
光
『
古
事
記
の
達
成
』
（
一
九

八
三
年
、
東
京
大
学
出
版
会
）
や
、
磯
前
順
一
「
記
紀
神
話
を
め
ぐ

る
正
典
と
ヴ
ァ
リ
ァ
ン
ト
」
（
『
宗
教
研
究
』
三
○
○
、
一
九
九
四
年
）

の
基
本
的
見
解
に
強
い
共
感
を
も
っ
て
い
る
。

（
６
）
津
田
左
右
吉
『
日
本
古
典
の
研
究
』
（
『
津
田
左
右
吉
全
集
こ

一
九
六
三
年
、
岩
波
書
店
）
第
一
編
第
四
章
「
記
紀
の
由
来
、
性
質
、

及
び
二
書
の
差
異
」
は
、
紀
編
修
の
準
備
事
業
の
一
つ
と
す
る
。
太

田
善
麿
『
古
代
日
本
文
学
思
潮
論
（
Ⅱ
）
』
（
一
九
六
二
年
、
桜
楓
社
）

第
一
章
「
古
事
記
序
文
に
関
す
る
考
察
」
は
、
『
紀
』
の
体
裁
に
つ

い
て
技
術
的
処
理
を
明
確
に
す
る
反
省
的
自
覚
の
資
と
し
て
役
立
て

る
た
め
と
見
る
。

（
７
）
坂
本
太
郎
『
六
国
史
』
（
『
坂
本
太
郎
著
作
集
三
』
一
九
八
八

年
、
吉
川
弘
文
館
）
第
二
「
日
本
書
紀
」
の
三
「
資
料
」

（
８
）
稲
岡
耕
二
「
続
日
本
紀
に
お
け
る
宣
命
」
（
新
日
本
古
典
文
学

大
系
『
続
日
本
紀
（
二
）
』
一
九
九
○
年
、
岩
波
書
店
）
。
但
し
氏
は
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孝
徳
朝
の
詔
は
漢
文
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

（
９
）
小
林
敏
夫
「
宣
命
と
天
皇
制
」
（
『
古
代
天
皇
制
の
基
礎
的
研
究
』

一
九
九
四
年
、
校
倉
書
房
）

（
Ⅲ
）
例
え
ば
、
伊
藤
博
『
万
葉
集
の
構
造
と
成
立
』
（
上
・
下
。
一

九
七
四
年
、
塙
書
房
）
第
九
章
第
一
節
六
「
野
明
皇
統
と
万
葉
集
」
、

真
木
悠
介
『
時
間
の
比
較
社
会
学
』
（
一
九
八
一
年
、
岩
波
書
店
）

第
二
章
の
一
「
神
話
の
時
間
と
歴
史
の
時
間
」
が
提
起
し
て
い
る
論

占
も

（
Ⅱ
）
伊
藤
博
、
注
⑩
前
掲
書
、
第
三
章
第
一
節
「
古
事
記
に
お
け
る

時
代
区
分
の
認
識
」
。

（
皿
）
吉
井
巌
「
応
神
天
皇
の
周
辺
」
（
『
天
皇
の
系
譜
と
神
話
』
一
九

六
七
年
、
塙
書
房
）

（
旧
）
前
之
園
亮
一
『
古
代
王
朝
交
替
説
批
判
』
（
一
九
八
六
年
、
吉

川
弘
文
館
）
は
六
世
紀
中
葉
に
作
ら
れ
た
「
帝
紀
」
「
旧
辞
」
の
時

代
区
分
を
「
神
代
」
（
出
雲
神
話
・
日
向
三
代
・
神
武
東
征
な
ど
を

欠
く
開
化
以
前
）
、
「
中
シ
代
」
（
崇
神
・
垂
仁
）
、
「
仮
の
人
代
」
（
景

行
～
応
神
）
、
「
真
の
人
代
」
（
仁
徳
～
欽
明
）
と
見
て
、
応
神
は
三

つ
の
神
話
的
・
神
秘
的
な
時
代
の
「
総
ま
と
め
役
」
、
真
の
人
代
へ

の
「
橋
渡
し
役
」
と
な
る
べ
く
造
形
さ
れ
た
架
空
の
天
皇
と
す
る
。

（
Ⅲ
）
直
木
孝
次
郎
「
応
神
天
皇
の
実
在
性
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
飛
鳥
奈

良
時
代
の
研
究
』
一
九
七
五
年
、
塙
書
房
）

（
旧
）
坂
本
太
郎
『
大
化
改
新
の
研
究
』
（
『
坂
本
太
郎
著
作
集
六
』

一
九
八
八
年
、
吉
川
弘
文
館
）
四
四
’
四
六
ペ
ー
ジ
・
横
田
健
一
「
大

織
冠
伝
と
日
本
書
紀
」
（
『
白
鳳
天
平
の
世
界
』
一
九
七
三
年
、
創
元

社
）
。

、

（
船
）
『
天
智
紀
』
十
年
一
月
条
に
「
冠
位
の
法
度
を
施
行
」
し
た
と

あ
る
の
は
そ
の
一
部
に
過
ぎ
な
い
。
錦
冠
の
者
が
就
任
し
う
る
職
を

特
定
し
た
か
、
錦
・
山
・
乙
三
等
の
爵
位
に
対
応
す
る
中
央
官
職
群

の
三
大
別
か
は
、
判
断
し
が
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
甲
子
年

の
氏
と
爵
と
の
相
関
の
線
上
に
、
制
定
法
に
お
い
て
職
を
も
対
応
さ

せ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

（
Ⅳ
）
井
上
光
貞
「
庚
午
年
籍
と
対
氏
族
策
」
（
『
井
上
光
貞
著
作
集

四
』
一
九
八
五
年
、
岩
波
書
店
）

（
肥
）
津
田
左
右
吉
、
注
⑥
前
掲
書
。

（
旧
）
石
母
田
正
「
古
代
貴
族
の
英
雄
時
代
」
（
『
石
母
田
正
著
作
集

十
』
一
九
八
九
年
、
岩
波
書
店
）
は
、
津
田
学
説
を
乗
り
越
え
て
い

く
方
法
的
企
図
を
含
ん
で
い
た
。
し
か
し
四
世
紀
以
来
専
制
国
家
の

列
島
支
配
、
専
制
王
権
の
朝
鮮
支
配
を
見
る
通
説
に
よ
っ
て
、
そ
の

芽
は
摘
み
取
ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
言
え
よ
う
。
こ
の
通
説
は
、
事
実

認
識
と
い
う
点
で
は
敗
戦
前
と
殆
ど
変
化
は
な
い
。

（
別
）
中
田
薫
「
古
法
雑
観
」
（
『
法
制
史
論
集
四
』
一
九
六
四
年
、

岩
波
書
店
）
二
’
三
ペ
ー
ジ
。

（
別
）
津
田
左
右
吉
、
注
⑥
前
掲
書
二
九
五
ペ
ー
ジ
。
他
に
河
野
勝
行

「
記
・
紀
構
成
原
理
の
一
つ
と
し
て
の
『
聖
君
主
』
観
」
（
『
古
代
天

皇
制
へ
の
接
近
』
一
九
九
○
年
、
文
理
閣
）
、
岡
田
精
司
「
古
事
記
・

日
本
書
紀
の
史
料
批
判
」
（
『
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
日
本
古
代
史
下
』
一
九

八
○
年
、
光
文
社
）
、
前
之
園
亮
一
、
注
（
昭
）
前
掲
書
な
ど
。

（
躯
）
歴
史
的
変
革
に
よ
る
断
絶
を
伝
統
へ
の
連
続
に
よ
っ
て
正
統
秩

序
化
し
た
天
武
の
企
て
に
つ
い
て
は
、
岩
間
一
雄
「
日
本
文
化
の
普

遍
と
特
殊
」
（
『
天
皇
制
の
政
治
思
想
史
』
一
九
九
一
年
、
未
来
社
、

第
一
章
第
二
・
三
節
・
結
論
）
を
参
照
。

（
立
命
館
大
学
名
誉
教
授
）
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